
○岡山市男女共同参画社会推進センター条例施行規則 

平成１２年３月２２日 

市規則第５１号 

改正 平成１３年９月２６日市規則第２０９号 

平成１６年５月３１日市規則第９５号 

平成２３年３月１６日市規則第２３号 

平成２５年３月２５日市規則第７３号 

平成２６年３月２５日市規則第５８号 

平成２９年８月７日市規則第１３６号 

平成３１年３月２０日市規則第３１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市男女共同参画社会推進センター条例（平成１２年市条例第３

５号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づき，条例の施行について必要な事

項を定めるものとする。 

（休館日等） 

第２条 岡山市男女共同参画社会推進センター（以下「センター」という。）の休館日及

び開館時間は，次のとおりとする。ただし，市長が特に必要があると認めるときは，こ

れらを変更することができる。 

（１） 休館日 

ア 毎週火曜日。ただし，火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）に当たるときは，そ

の日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日とする。 

イ １２月２９日から翌年１月３日まで 

（２） 開館時間 

ア 日曜日及び祝日法による休日 午前９時３０分から午後５時まで 

イ 上記以外の日 午前９時３０分から午後８時まで 

（使用許可の申請） 

第３条 条例第３条第１項の規定により，施設の使用の許可を受けようとする者（以下「申



請者」という。）は，使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の受付は，使用日の６箇月前から行うものとする。ただし，市長が特別

な事由があると認めるときは，この限りでない。 

３ 市長は，施設の使用を許可したときは，使用許可書（様式第２号）を申請者に交付す

る。 

（使用許可の変更） 

第４条 条例第３条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が施設の使用許

可に係る事項を変更しようとするときは，使用許可変更申請書（様式第３号）に使用許

可書を添えて，市長に提出しなければならない。 

（使用料の減免） 

第５条 条例第８条に規定する使用料を減額又は免除することができる事由及びその額は，

別表第１のとおりとする。 

２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は，施設使用許可の申請の際に使用料減免

申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（附属設備の使用料） 

第６条 条例第７条第３項に規定する規則で定める使用料は，別表第２のとおりとする。 

（託児証の交付等） 

第７条 託児施設に乳児又は幼児を預けようとする者は，託児申込書（様式第５号）に必

要事項を記入し，託児証（様式第６号）の交付を受けなければならない。 

２ 託児施設に乳幼児を預けた者（以下「保護者」という。）は，預けた乳幼児を受け取

る際，託児証を係員に提出しなければならない。 

（託児施設の使用料） 

第８条 条例第１４条に規定する規則で定める使用料は，別表第３のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，保護者が託児証に市長が認める者に係る証明印（様式第７

号）を受けて提出した場合は，託児時間１時間に相当する使用料を免除することができ

る。 

３ 前項の規定は，保護者が託児証に市がセンターにおいて開催する講座等に出席した者

であることを証する証明印（様式第８号）を受けて提出した場合に準用する。この場合



において，同項中「１時間」とあるのは，「３時間」と読み替えるものとする。 

（使用料の還付） 

第９条 条例第９条ただし書に規定する使用料を還付することができる事由及びその額は，

次のとおりとする。 

（１） 災害又は不可抗力により，施設等を使用できなくなった場合 全額 

（２） 使用日の２０日前までに許可に係る施設の使用許可変更の申請があった場合 

５割 

（使用者の遵守事項） 

第１０条 使用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 使用施設の定員を超えて入場させないこと。 

（２） 許可された以外の施設等を使用しないこと。 

（３） 許可された利用目的以外で施設等を使用しないこと。 

（４） 許可を受けないで物品の展示，販売その他これに類する行為をしないこと。 

（５） 所定の場所以外で飲食し，喫煙し，又は火気を使用しないこと。 

（６） 許可を受けないではり紙，くぎ打ち等をしないこと。 

（７） 施設を使用した後は，直ちに整理し，整頓し，清潔の維持に努めること。 

（８） 使用前に職員との打ち合わせを十分に行うとともに，使用の際には職員の指示

に従うこと。 

（９） その他管理上市長が必要と認めた指示に従うこと。 

（入場者の遵守事項） 

第１１条 入場者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 所定の場所以外で飲食し，喫煙し，又は火気を使用しないこと。 

（２） センター内を不潔にしないこと。 

（３） 騒音を発したり，暴力行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（４） 所定の場所以外に立ち入らないこと。 

（５） その他管理上市長が必要と認めた指示に従うこと。 

（職員の立入り） 

第１２条 使用者は，職員が職務遂行のために使用施設に入室するときは，これを拒むこ



とができない。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年市規則第２０９号） 

この規則は，公布の日から施行し，改正後の岡山市男女共同参画社会推進センター条例

施行規則の規定は，市が主催する事業に使用する場合に限り，平成１２年４月１日から適

用する。 

附 則（平成１６年市規則第９５号） 

この規則は，平成１６年６月１日から施行する。 

附 則（平成２３年市規則第２３号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第７３号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年市規則第５８号） 

１ この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は，この規則施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料

について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２９年市規則第１３６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年市規則第３１号） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は，この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

別表第１（第５条関係） 



岡山市男女共同参画社会推進センター使用料の減額又は免除表 

減額又は免除することができる場合 減額又は免除の別及びその額 

市が主催する事業に使用するとき。 使用料を全額免除 

市が共催又は後援する事業のうち，市長が適当と

認める事業に使用するとき。 

使用料に５０パーセントを乗じて得た額

を減額 

市があらかじめ認定した登録団体が行う行事の

うち，市長が適当と認める事業に使用するとき。

使用料に５０パーセントを乗じて得た額

を減額 

別表第２（第６条関係） 

附属設備の使用料 

設備器具名 １時間当たりの使用料 

ビデオプロジェクター ５２０円

資料提示装置 ３１０円

注 使用料の算定に当たり，使用時間が１時間に満たないときは，その使用時間は１時

間とみなす。 

別表第３（第８条関係） 

託児施設の使用料 

施設名 使用料 

託児室 乳幼児１人につき最初の１時間まで１００円，１時間を超えて３０分

を増すごとに５０円を加算した額 

注 

１ 使用料の算定に当たり，託児時間が１時間に満たないときは，その託児時間は１

時間とみなす。 

２ 最初の１時間を超えて託児時間に３０分未満の端数時間があるときは，その端数

時間は，３０分とみなす。 



















様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 


